
証券コード　2698

2022年2月4日

株 主 各 位

東京都新宿区北新宿二丁目21番１号

           代表取締役社長    城戸 一弥

ご来場いただいた株主様に対する感謝の気持ちとして、例年実施しておりまし
たお土産(当社商品)の配布につきましては、本年は中止とさせていただきま
す。

１． 日 時 2022年２月25日（金曜日）午前10時

(受付開始予定　午前９時15分)

２． 場 所 東京都新宿区西新宿二丁目７番２号

ハイアットリージェンシー東京

地下１階「センチュリールーム」

（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください）

第28回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

　さて、当社第28回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますのでご案内申し

上げます。

　なお、感染拡大防止の観点から、書面(議決権行使書)により事前に議決権を行

使いただき、本株主総会へのご来場を極力お控えいただきますよう、お願い申し

上げます。

　お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討のうえ、同封の議決権行使

書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2022年２月24日(木曜日）午後６

時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

　（詳しくは３ページの「第28回定時株主総会の対応に関するお知らせ」をご参

照ください。）

敬　具

記
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３． 目的事項

報告事項 １．第28期（2020年12月１日から2021年11月30日まで）

事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員

会の監査結果報告の件

２．第28期（2020年12月１日から2021年11月30日まで）

計算書類報告の件

決議事項

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案

第３号議案

第４号議案

第５号議案

定款一部変更の件

取締役(監査等委員である取締役を除く)５名選任の件

監査等委員である取締役２名選任の件

補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

以　上

新型コロナウイルス感染症拡大の防止の観点から、書面(議決権行使書)により

事前に議決権を行使いただき、株主総会へのご来場を極力、お控えくださいま

すよう、お願い申し上げます。

書面(議決権行使書)による議決権行使期限は、2022年２月24日(木曜日)午後６

時までとなります。

１．当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付に

ご提出くださいますようお願い申し上げます。

２．本招集ご通知の内容につきましては、早期に情報を提供する観点から、

本招集ご通知発送前に開示しております。

３．連結計算書類の「連結注記表」および計算書類の「個別注記表」につきま

しては、法令および当社定款第15条に基づき、当社ウェブサイト

(http://www.cando-web.co.jp)に掲載しておりますので、本招集ご通知の添

付書類には記載しておりません。

従いまして、会計監査人および監査等委員会が監査した連結計算書類および

計算書類は、本招集ご通知添付書類の各書類のほか、当社ウェブサイトに掲

載している連結注記表および個別注記表となります。

４．株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正

が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト

(http://www.cando-web.co.jp)に掲載させていただきます。
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第28回定時株主総会の対応に関するお知らせ

　当社は、本株主総会につきまして、新型コロナウイルス感染症の状況に鑑み、

下記のとおり対応させていただきますので、お知らせいたします。

　なお、感染拡大防止の観点から、書面(議決権行使書)により事前に議決権を行

使いただき、本株主総会へのご来場を極力お控えいただきますよう、お願い申し

上げます。

記

１.本株主総会における新型コロナウイルスの感染予防及び感染防止対策

　新型コロナウイルスの感染拡大予防のため、ご自身の健康状態にご留意

いただき、風邪のような症状がみられる場合や体調がすぐれない場合など

には、ご無理をなさらず、ご来場を見合わせていただくことをご検討くだ

さい。

　また、当日は、感染拡大予防のため、当社従業員による体温測定、マス

ク着用、アルコール消毒などのご協力をお願いする場合がございますの

で、ご協力賜りますよう、お願い申し上げます。

２.ご来場いただく株主様に向けた対応の中止について

①ご来場いただいた株主様に対する感謝の気持ちとして、例年実施して

おりましたお土産(当社商品)の配布につきましては、本年は中止とさせ

ていただきます。

②例年会場であるホテルまでは、シャトルバスによる送迎がございまし

たが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、こちらも本年は

中止となっております。

　本株主総会にご出席を予定されている株主の皆様におかれましては、何卒ご理

解を賜りますよう、お願い申し上げます。
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( 2020年12月１日から
2021年11月30日まで )

（添付書類）

 事 　業 　報 　告 

１．企業集団の現況

(１) 当事業年度の事業の状況

①事業の経過及びその成果

　当連結会計年度（2020年12月１日から2021年11月30日）におけるわが国経済

は、中国と米国との間での貿易摩擦や、英国のＥＵ離脱等による不確実性が増

している国際情勢の中、経済社会活動が正常化に向かい、各種政策の効果や海

外経済の改善もあって、景気が持ち直して行くことが期待されています。しか

しながら、供給面での制約や原材料価格の高騰によるリスクなど、十分に注意

する必要があります。また、変異株をはじめ感染症による活動制限や外出自粛

による経済停滞のマイナス影響も懸念される状況です。

　小売業界におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響等による短期的

な環境変化に加えて、人口減少社会の到来、消費者のライフスタイルの多様

化、Ｅコマースの拡大、環境配慮意識の高まり（サステナビリティを意識した

材料の活用等）、先進テクノロジー技術の発達等によって経営課題が複雑化す

るとともに、企業は変化対応力が求められております。

　こうした状況のなか、当社グループは、さらなる成長を実現するために、

2021年11月期からの３ヶ年について定めた中期計画『Next3』の推進をしてま

いりました。「顧客満足度」を追求し、お客様の目線による「商品」と「店

舗」のブラッシュアップを重ね、確実な品揃えと快適で利便性の高いお買い物

空間の提供に取り組んでまいりました。また、他価格帯商品のラインナップの

拡充、契約形態の多様性による積極的な出店やリニューアルも継続してまいり

ました。

出店・退店につきまして、直営店舗におきましては、引き続き商業施設・路

面店を主軸として出店を推進し、また、売上高の拡大と収益体質の強化を目的

とした、委託店舗の出店をスタートさせました。ＦＣ店舗におきましては、大

手法人企業との連携強化を図り、フランチャイズ契約等による出店を推進させ

ました。その結果、新規出店数は、136店舗（直営店87店舗〔委託店含む〕、

ＦＣ店49店舗）、退店が55店舗となり、店舗数は81店の増加となりました。こ

れにより、当連結会計年度末における店舗数は1,180店舗（直営店771店舗〔委
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託店含む〕、ＦＣ店402店舗、海外ＦＣ店７店舗）となりました。

商品につきましては、『お客様のニーズに対応する品揃え』を軸に、新商品

開発と、付加価値向上への取り組みを推進してまいりました。新商品開発にお

きましては、他価格帯商品の拡充、新しい生活様式に対応する商品開発及びシ

ーズンディレクションマップに基づく商品開発を推進し、お客様のニーズに対

応する確実性の高い商品化に努めてまいりました。また、付加価値向上への取

り組みにおきましては、商品ラインナップの拡充と品揃えの精度向上、グルー

プ企業活用による商品調達力の強化に努めてまいりました。ＳＮＳによる情報

発信と情報分析は継続して推進し、「キャンドゥ」ブランドの認知度向上と付

加価値向上を図ってまいりました。売上高に対する原価率は、前期と同様の

61.7％となりました。

　店舗につきましては、『お客様の期待に応え続ける店舗づくり』を軸に、店

舗における「品揃え」・「接客」・「利便性」の向上に努めてまいりました。

品揃え面では、ＰＯＳデータと本部情報を活用し個店ごとの品揃えと在庫量の

最適化を推進してまいりました。接客面では、目指す接客の在り方を明確化

し、全店に浸透させる教育体制の基礎作りに努めてまいりました。また、利便

性の面では、決済手段の拡充を図るとともに、提供する価値を全国のお客様に

お届けすべくパートナー企業様との協業等による出店を推進してまいりまし

た。需要の高いマスク・除菌関連を中心とした衛生関連商品等の販売を強化す

るとともに、生活必需品の継続供給に努めましたが、新型コロナウイルス感染

症拡大の影響により、緊急事態宣言の発令やまん延防止等措置の適用、外出の

自粛や都道府県を跨いだ移動の減少による大都市店舗の売上減少、テナントと

して出店している商業施設の営業時間の短縮などの減少要因もあり、直営既存

店売上高につきましては前年比で、97.1％となりました。

　販売費及び一般管理費合計の売上高比率はその他販管費の増加により、前年

比は0.8ポイント増加し37.0％となりました。

　以上の結果、当連結会計年度の経営成績は売上高731億30百万円（前期比

100.1％）、営業利益９億64百万円（前期比61.9％）、経常利益10億34百万円

（前期比62.9％）、親会社株主に帰属する当期純利益１億94百万円（前期比

44.3％）となりました。

　各事業の経営成績は、直営店売上高628億96百万円（構成比86.0％、前期比

99.9％）、ＦＣ店への卸売上高92億64百万円（構成比12.7％、前期比

102.6％）、その他売上高９億69百万円（構成比1.3％、前期比95.0％）となり

ました。
　なお、セグメントの実績については、当社グループは単一セグメントのため
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記載しておりません。

②設備投資の状況

　当連結会計年度は直営店87店舗の出店のほか、既存店の増床・改装などを実

施した結果、設備投資総額は19億22百万円（差入保証金の支出を含む）となり

ました。

(２) 対処すべき課題

　2020年・2021年は、新型コロナウイルス感染症拡大により、お客さまの行動・

意識・価値観が大きく変容しました。

　それに加えて、従来から起きていた人口減少社会の到来、消費者のライフスタ

イルの多様化、Ｅコマースの拡大、環境配慮意識の高まり、デジタル技術の発達

等、社会における変化のスピードがコロナ下においてより加速しており、企業は

変化対応力が求められております。

　こうした状況のなか、当社グループは、2022年１月５日にイオン株式会社の連

結対象子会社となりました。

　引き続き、株式公開会社としての社会的責任を果たし、目標とする経営指標を

実現し安定した成長を継続することで、ステークホルダーとのよりよい関係を構

築してまいります。

　イオングループとは協業によるシナジーを最大限発揮しつつ、五ヶ年事業計画

の実現へ向けて、以下の項目を実行し、お客さま満足の最大化を通じて、企業価

値の向上を実現させてまいります。

①販路の拡大

　従来の出店形態を推進しつつ新たな販路も開拓することでお客さまの利便性を

高める取り組みを推進いたします。

　イオングループ各社への出店においては、当社の持つ出店形態の多様性を活用

し、売上高の向上を図ってまいります。

　なお、グループ以外の商業施設や路面店への出店は継続してまいります。

　商品開発・供給においては、当社の強みである商品開発力、ＳＮＳ等を活用し

たマーケティングや情報発信力を活用し、イオングループ既存業態とのシナジー

を発揮し、事業領域を拡大してまいります。

②商品・ブランドの差別化

　お客さまから支持される商品を追求すべく、「新しい生活様式に対応する商
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品」、「環境に配慮した商品」、「他価格帯商品の拡充」等これらの商品開発を

推進するとともに、ＰＯＳデータを活用し個店ごとの品揃えと在庫量の最適化を

行ってまいります。

　同時に、ＳＮＳを通じた情報発信・分析に基づく独自性のあるシリーズ商品・

コラボ商品により差別化を図ってまいります。

　また、イオングループとの協業による共同商品調達を通じてコストシナジーを

追求し、原価の低減も進めてまいります。

③企業価値の向上

　イオングループとのシナジー創出及びデジタルシフトへの推進による収益性と

企業価値の向上を図ってまいります。

　お客さまの利便性向上を目的としWAON導入による「イオン生活圏における”つ

ながり”の創出」へ参入してまいります。

　また、什器・備品などをイオングループとの共同仕入れをすることにより、出

店コストや設備管理コストなどの低減も進めてまいります。

　将来に向けた、ＩＴ・デジタル化によるシステムの刷新及び物流改革へ向けた

取り組みにも着手してまいります。
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第　25　期
(2018年11月期)

第　26　期
(2019年11月期)

第　27　期
(2020年11月期)

第28期(当期)
(2021年11月期)

売　　上　　高(百万円) 70,741 71,297 73,034 73,130

経　常　利　益(百万円) 1,978 1,300 1,643 1,034

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 ( 百 万 円 )

798 325 440 194

１株当たり当期純利益(円) 50.20 20.45 27.65 12.21

総　　資　　産(百万円) 25,952 28,633 28,379 28,044

純　　資　　産(百万円) 12,385 12,246 12,575 12,515

１株当たり純資産額(円) 774.58 765.00 786.71 783.96

第　25　期
(2018年11月期)

第　26　期
(2019年11月期)

第　27　期
(2020年11月期)

第28期(当期)
(2021年11月期)

売　　上　　高(百万円) 70,709 71,262 72,784 72,965

経　常　利　益(百万円) 1,933 1,239 1,441 693

当 期 純 利 益 又 は

当 期 純 損 失 ( △ ) ( 百 万 円 )
757 269 269 △39

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 又 は

１株当たり当期純損失(△) (円 )
47.59 16.91 16.96 △2.49

総　　資　　産(百万円) 25,679 28,267 27,874 27,299

純　　資　　産(百万円) 12,488 12,504 12,495 12,206

１株当たり純資産額(円) 781.11 781.26 781.68 764.64

(３) 直前３事業年度の財産及び損益の状況の推移
①企業集団の財産及び損益の状況

（注）１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、１株
当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しておりま
す。

②当社の財産及び損益の状況

（注）１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失は、自己株式を控除した期中平均発
行済株式総数により、１株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総
数により算出しております。

会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主 要 な 事 業 内 容

株 式 会 社 ア ク シ ス 10百万円 100％ 日用雑貨の卸売業

(４) 重要な親会社及び子会社の状況
①親会社の状況

該当事項はありません。

②重要な子会社の状況
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(５) 主要な事業内容（2021年11月30日現在）

　当社グループは、当社と国内子会社１社で構成され、日用雑貨及び加工食品

を直営店舗にて販売する小売業並びにフランチャイジーなどへの卸売業を営ん

でおります。

地 域 都 道 府 県 店 舗 数 地 域 都 道 府 県 店 舗 数

北 海 道 北 海 道 101 近 畿 滋 賀 県 11

東 北 青 森 県 8 京 都 府 18

岩 手 県 20 大 阪 府 84

宮 城 県 25 兵 庫 県 56

秋 田 県 13 奈 良 県 9

山 形 県 12 和 歌 山 県 15

福 島 県 14 計 193

計 92 中 国 鳥 取 県 5

関 東 茨 城 県 14 島 根 県 1

栃 木 県 7 岡 山 県 10

群 馬 県 8 広 島 県 19

埼 玉 県 67 山 口 県 6

千 葉 県 53 計 41

東 京 都 165 四 国 徳 島 県 3

神 奈 川 県 103 香 川 県 3

計 417 愛 媛 県 4

中 部 新 潟 県 17 高 知 県 4

富 山 県 8 計 14

石 川 県 9 九州・沖縄 福 岡 県 51

福 井 県 1 佐 賀 県 2

山 梨 県 5 長 崎 県 19

長 野 県 15 熊 本 県 16

岐 阜 県 15 大 分 県 5

静 岡 県 16 宮 崎 県 11

愛 知 県 45 鹿 児 島 県 36

三 重 県 16 沖 縄 県 28

計 147 計 168

国 名 店 舗 数

海 外 モ ン ゴ ル 7

計 7

(６) 主要な事業所及び店舗（2021年11月30日現在）

①当社

本社　　　東京都新宿区

店舗　　　全店1,180店舗　(うち海外ＦＣ店7店舗)

（注）店舗数には国内ＦＣ店402店舗、海外ＦＣ店7店舗を含めております。
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②子会社

株式会社アクシス（連結子会社）：本社　　　大阪府大阪市阿倍野区

使 用 人 数(名) 前期末比増減(名 )

600 △5

使 用 人 数(名) 前期末比増減(名 ) 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

586 △6 40.7歳 14.2年

(７) 使用人の状況（2021年11月30日現在）

①企業集団の使用人の状況

（注）上記使用人数のほか、嘱託・準社員（パートタイマー）及びアルバイトの最近１年間にお

ける平均人数は3,598名（１日８時間勤務換算）であります。

②当社の使用人の状況

（注）上記使用人数のほか、嘱託・準社員（パートタイマー）及びアルバイトの最近１年間にお

ける平均人数は3,597名（１日８時間勤務換算）であります。

(８) 主要な借入先の状況（2021年11月30日現在）

　該当事項はありません。

(９)その他企業集団の現況に関する重要な事項

（イオン株式会社による当社株券に対する公開買付け）

　イオン株式会社（以下「公開買付者」といいます。）が2021年11月30日から実

施しておりました当社の普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」と

いいます。）が2021年12月27日をもって終了いたしました。

　本公開買付けの結果、2022年１月５日（本公開買付けの決済の開始日）に当社

のその他の関係会社であった公開買付者が当社の親会社に該当することとなりま

した。

　なお本件は、連結注記表の「重要な後発事象に関する注記」にも記載をしてお

ります。

（決算期の変更）

　当社は、2022年１月21日開催の取締役会において、2022年２月25日開催予定の

第28回定時株主総会において「定款一部変更の件」が承認されることを条件とし

て、決算期（事業年度の末日）の変更を行うことを決議いたしました。

　なお、本件は連結注記表の「重要な後発事象に関する注記」にも記載をしてお

ります。
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①発行可能株式総数 42,000,000株

②発行済株式の総数 16,770,200株
（自己株式806,237株を含む）

③株主数 32,007名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

イオン株式会社 5,936,100株 37.18％

株式会社ケイコーポレーション 2,205,600株 13.82％

城戸　一弥 1,735,600株 10.87％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（信託口）

369,600株 2.32％

キャンドゥ取引先持株会 334,800株 2.10％

城戸　恵子 149,700株 0.94％

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 112,800株 0.71％

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 105,900株 0.66％

株式会社ＳＢＩ証券 103,611株 0.65％

ＮＯＭＵＲＡ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ
ＰＬＣ Ａ／Ｃ ＪＡＰＡＮ ＦＬＯＷ
（常任代理人野村證券株式会社）

79,700株 0.50％

株　式　数 交付対象者数

取締役（監査等委員であるもの及び社外取締役を除く） 8,000株 4名

２．会社の現況
（１）会社の株式に関する事項（2021年11月30日現在）

④大株主（上位10名）

（注）１．上記の持株数は株主名簿に基づき記載しております。

２．上記の持株比率は自己株式（806,237株）を控除して算出しております。

３．上記の表には当社所有の自己株式（806,237株）は含めておりません。

⑤当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況
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（２）会社の新株予約権等に関する事項

①当事業年度の末日において当社役員が保有している業務執行の対価として交

付された新株予約権の状況

　　該当事項はありません。

②当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の

状況

　該当事項はありません。

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 城 戸 一 弥
社長
株式会社アクシス 代表取締役 社長

取 締 役 新 宮 孝 仁 西日本営業部 部長

取 締 役 望 月 園 枝 商品部 部長

取 締 役 森 田 　 徹 中日本営業部 部長

取 締 役 ・ 監 査 等 委 員 岡 田 浩 史 常勤監査等委員

取 締 役 ・ 監 査 等 委 員 田 村 稔 郎
田村公認会計士事務所 所長
シンメンテホールディングス株式会
社 社外監査役

取 締 役 ・ 監 査 等 委 員 飯 田 直 樹

弁護士法人黒田法律事務所
パートナー弁護士
株式会社山野楽器 監査役
株式会社文教堂グループホールディ
ングス 社外取締役

（３）会社役員に関する事項

①取締役の状況（2021年11月30日現在）

（注）１. 取締役・監査等委員の田村稔郎及び飯田直樹の両氏は社外取締役かつ独立役員であり

ます。

また、当社は、上記２氏との間で会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契

約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責

任限度額としております。

２. 取締役・監査等委員の田村稔郎氏は、公認会計士資格を有しており、会計の専門家と

して財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

取締役・監査等委員の飯田直樹氏は、弁護士資格を有しており法律の専門家として法

令、コンプライアンスに関して相当程度の知見を有しております。

３. 取締役・監査等委員の岡田浩史氏は、常勤の監査等委員であります。当社の内部監査
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およびＩＲの経験を有し、事業内容全般に精通する常勤者として情報収集の実効性向

上、社外監査等委員との効率的な情報共有により監査の質を高めております。

４. 当社は監査等委員会の職務の補助にあたっては、選任された担当者が対応する体制を

とっております。

５．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険

契約を締結しており、被保険者が負担することになる損害賠償金・防御費用等の損害

を補填することとしております。当該保険契約の被保険者は、当社および当社子会社

におけるすべての取締役、監査等委員でありその保険料は全額当社が負担しておりま

す。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置と

して、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補

されないなど、一定の免責事由があります。

②責任限定契約の内容の概要

　当社は、田村稔郎及び飯田直樹の両氏との間で会社法第423条第１項の損害賠

償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額

は、法令が定める最低責任限度額としております。

③補償契約の内容の概要等

　該当事項ありません。

④役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険
会社との間で締結し、被保険者が負担することになる損害賠償金・防御費用等の
損害を補填することとしております。当該保険契約の被保険者は、当社および当
社子会社におけるすべての取締役、監査等委員でありその保険料は全額当社が負
担しております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないように
するための措置として、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因
して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。

⑤取締役の報酬等

イ．取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針

a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法

　当社は2021年２月25日開催の取締役会において、取締役（監査等委員であ

る取締役を除く）の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しており

ます。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について社

外取締役かつ独立役員が過半数を占める任意の諮問機関である指名・報酬委

員会の審議を受け決定しております。

b.決定方針の内容の概要

　取締役（監査等委員である取締役を除く）は、その役割と責務に相応しい

水準となるよう、企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機付けや優
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役員区分
報酬等の総額

（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる

役員の員数

（名）
基本報酬

業績連動報

酬等

譲渡制限付

株式報酬

取締役（監査等委員である取

締役を除く）

（うち社外取締役）

98

（-）

92

（-）

-

（-）

5

（-）

4

（-）

取締役（監査等委員）

（うち社外取締役）

17

（8）

17

（8）

-

（-）

-

（-）

3

（2）

秀な人材の確保に配慮し決定しております。社外取締役及び監査等委員であ

る取締役は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみとしております。

　また、2019年２月26日開催の第25回定時株主総会において当社の取締役

（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株

式報酬制度が承認可決されたことから、株主の皆様とのより一層の価値共有

を進めることを目的として、同制度を導入しております。

c.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うもので

あると取締役会が判断した理由

　取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する役員賞与を含む報酬等

の額は、その役割と責務に相応しい水準となるよう、現金での固定報酬の

他、企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機づけや優秀な人材の確

保に配慮し、取締役会において、社外取締役かつ独立役員が過半数を占める

取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会の審議結果を尊重し、判

断しております。

ロ．取締役の報酬等の総額

（注）１. 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額は、2016年２月25日開催の定時

株主総会において、役員賞与を含む報酬等の額を年額150百万円以内（うち社外取締

役分は年額10百万円以内、ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）と

決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は３名です。また、

別枠で2019年２月26日開催の定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬額として取

締役（監査等委員である取締役を除く）に対し、年額50百万円以内と決議いただいて

おります。取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の総額には、使用人兼務

取締役の使用人分給与は含まれておりません。当該株主総会終結時点の取締役の員数

は４名です。

２. 監査等委員である取締役の報酬等の額は、2016年２月25日開催の定時株主総会におい

て報酬額を年額30百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取

締役の員数は３名（社外取締役は３名）です。

３. 2019年９月17日付で任意の諮問機関として社外取締役が過半数を占める指名・報酬委

員会を設置しており、監査等委員でない取締役の報酬案については、同委員会の審議

内容を尊重し、取締役会で決定することとしております。
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⑥社外役員等に関する事項

イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

　当社と監査等委員である取締役田村稔郎氏の兼職先である田村公認会計士

事務所、社外監査役を務めているシンメンテホールディングス株式会社との

間に重要な取引関係はありません。

　また、当社と監査等委員である取締役飯田直樹氏の兼職先である弁護士法

人黒田法律事務所、監査役を務めている株式会社山野楽器、社外取締役を務

めている株式会社文教堂グループホールディングスとの間に重要な取引関係

はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況

　監査等委員である取締役田村稔郎氏は、当事業年度に開催した取締役会15

回中15回、監査等委員会14回中14回に出席しました。また、会計の専門家と

して、主に財務及び会計に関する発言を行う他、当社の業務執行の管理・監

督等に十分な役割を果たしていただいています。監査等委員である取締役飯

田直樹氏は、当事業年度に開催した取締役会15回中15回、監査等委員会14回

中14回に出席しました。また。法務の専門家としての立場から主に法務・内

部統制等に関する発言を行う他、当社の業務執行の管理監督等に十分な役割

を果たしていただいています。

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 30百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その

他財産上の利益の合計額
34百万円

（４）会計監査人の状況

①会計監査人の名称　　　　　　 有限責任監査法人トーマツ

②報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法

に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません

ので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しており

ます。

２. 監査等委員会は、同委員会で作成済の「会計監査人監査の相当性判断チェックシー

ト」に従い、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積り

の算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人

の再任並びに報酬等の額について同意の判断をいたしました。
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③非監査業務の内容

　当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務

（非監査業務）である収益認識に関する会計基準の適用に関する助言・指導業

務を委託の対価を支払っております。

　また上記の他、当社の会計監査人と同一のネットワーク・ファームに対し、

当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額（当社の

会計監査人を除く）は、61百万円であり、その主な内容は、デューディリジェ

ンス業務のファイナンシャル・アドバイザーの対価を支払っております。

④会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が

あると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関

する議案の内容を決定いたします。

　監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該

当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任

いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に

招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報

告いたします。
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３．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その

他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は、以下の

とおりであります。

<内部統制システムの整備に関する基本方針>

①取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制

　取締役及び使用人が法令、定款及び社会規範に適合した行動をとるための規準

である「キャンドゥ行動規範」の更なる周知徹底を図ります。「内部統制委員

会」を設置し、全社横断的なコンプライアンスの取組みの推進・向上を図りま

す。また、社長直轄の内部監査室が社内業務全般のコンプライアンス状況を監査

するとともに、内部通報制度によりコンプライアンス上、疑義ある行為の把握と

防止に努めます。

②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役は、「文書管理規程」その他の社内規程に基づき、取締役の職務執行に

係る情報を記録した文書等（電磁的媒体を含む）を保存し、必要に応じて監査等

委員である取締役が検索・閲覧可能な状態で管理します。

③当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社グループのリスク管理の基本方針は取締役会にて決定するものとし、リス

ク管理の基本方針を「リスク管理規程」に定め、各業務毎のリスク管理体制を構

築し、損失発生の事前防止に努めます。また、「内部統制委員会」が全社のリス

ク管理を統括し、各部署におけるリスク管理体制整備を支援、推進するととも

に、その実施状況の評価、リスク管理担当取締役への報告を行います。不測の事

態が発生した場合は社長直轄の「対策本部」を設置し、損害を最小限に止めるべ

く迅速に対応します。

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　取締役会を原則毎月開催し、重要事項の決議や「中期経営計画」及び「年度予

算」を策定します。これらを達成するため、「経営会議」において、担当取締役

がその進捗と対策実施状況を報告するとともに、取締役会から委譲された範囲で

重要事項の事前審議並びに機動的な業務意思決定を行います。各業務の執行は

「業務分掌規程」「職務権限規程」その他の規程に定める権限と責任及び実施手

続に従って遂行されます。
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⑤当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　当社グループ各社は「キャンドゥ行動規範」を遵守し、また、グループで「ビ

ジョン」を共有し、グループ全体としてのコンプライアンス体制及び内部統制の

構築に努めます。

　グループ各社を担当する取締役は当該会社の管理体制を整備し、業務執行状況

を取締役会等に定期的に報告します。

　当社は、当社グループにおけるリスクを抽出し、内部統制委員会において当該

リスクがもたらす損失発生を防止するための対策を定めることとし、リスク発生

時の最小化のための事後処理、再発防止策の効果的かつ効率的な実行により、事

業継続と安定的発展を確保することとします。

　当社と子会社間の取引については、グループ外の企業との取引と同様に、相互

の利益を尊重して契約審査、価格決定手順等を規定等に従って実施します。子会

社の株主総会議案に対しては、その適法性、妥当性、効率性の観点から取締役会

及び経営会議で慎重に審議のうえ、議決権を行使します。

　当社の監査等委員である取締役と子会社の監査役との連携を強化するため定期

的に連絡会を設け、更に監査等委員会は会計監査人及び内部監査室と連携してグ

ループ企業の監査を実施します。

⑥当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人の体制及びその補助する使用人

の独立性の確保について

　必要に応じて、監査等委員会の業務を補助すべき使用人を監査補助者として置

くものとし、その選任、異動、人事考課については取締役会の協議事項としま

す。監査補助者は監査等委員会から監査業務に関する指揮命令を受けたときは、

これに関して監査等委員である取締役以外の取締役及び他の使用人の指揮命令は

受けないものとします。

⑦監査等委員会の監査補助者に対する指示の実効性確保に関する事項

　監査補助者は、専ら監査等委員である取締役の指示に従ってその監査職務の補

助を行うものとし、監査等委員会又は監査等委員である取締役と定期的に会合を

持つなど、相互に連携をし、監査の実効性確保を図ります。また、監査補助者

が、監査業務に関する指揮命令を受けたときは、独立性を確保するため、これに

関して監査等委員以外の取締役及び他の使用人の指揮命令は受けないものとしま

す。

　また、監査等委員に対する報告を理由とした監査補助者への不利な取り扱いを

禁止し、その旨の周知徹底を図ります。
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⑧当社の監査等委員以外の取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための

体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制及び監査等委員会の監査が実

効的に行われることを確保するための体制

　定例取締役会等において代表取締役及び各業務執行取締役は担当する業務の執

行状況を報告します。この他、監査等委員である取締役は経営会議等の重要会議

への出席、監査等委員以外の取締役及び使用人からの説明・報告、業務執行に関

する文書等の閲覧を求めることができるものとします。代表取締役及び各業務執

行取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、速や

かに監査等委員会に報告します。また、内部監査の状況、内部通報の状況につい

ても適時に監査等委員会に報告します。監査等委員会は、代表取締役及び各業務

執行取締役、会計監査人、内部監査室とそれぞれ意見・情報交換のための会合を

定期的に開催します。

　子会社の取締役、監査役及び従業員または、これらの者から報告を受けた者は

法令定款違反やその恐れ、または会社に著しい影響を及ぼしうる重要な事実を発

見したときは、遅滞なく監査等委員に報告をするものとします。

⑨監査等委員の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針

　監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る)につ

いて生ずる費用等の前払い又は償還手続きについては、監査等委員会の職務執行

に必要でないと明らかに認められる場合を除き、監査等委員の請求等に従い、速

やかに当該費用又は債務を処理するものとします。

⑩反社会的勢力排除に向けた基本的考え方及びその整備状況

　当社グループは、反社会的勢力との関係を断絶するため「キャンドゥ行動規

範」を定めております。本行動規範に基づき、反社会的勢力については、毅然と

して対応し、一切関係を持ちません。

　また、その実効性を担保するために「株式会社キャンドゥ コンプライアンス

マニュアル」を定め、定期的に全社で開催しております勉強会等の活動を通じ

て、その周知徹底を図っております。
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＜業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要＞

　当事業年度における主な取組みは、以下のとおりであります。

(1)コンプライアンスに対する取組み

　当社では、「株式会社キャンドゥ　コンプライアンスマニュアル」を当社グル

ープ行動規範に準拠する形に再編成いたしました。

　また、コンプライアンス勉強会をアルバイトを含む全従業員を対象に毎月実施

いたしました。

　更に、グループ会社においても、独自のテーマも加え、全従業員を対象に毎月

実施いたしました。

(2)リスク管理に対する取組み

　当社グループにおいて重要な損失の危険に関する事項は、各部門管理者の実施

報告内容を、内部統制委員会における協議並びに検証を経て、取締役会等におい

て報告が行われております。

　当事業年度では、内部統制システムによる「リスク管理体制・内部統制・法令

遵守体制に関するチェックリスト」でのチェックを実施し、リスク管理の精度向

上を図りました。

(3)職務執行の適正及び効率性の確保に対する取組み

　取締役会においては、議案の審議や各部門より業務執行に係る報告を受け、業

務執行の監督を行いました。

(4)監査等委員会の職務の執行について

　監査等委員は、監査計画に基づき監査を実施するとともに、取締役会開催後に

監査等委員会を開催し、必要に応じて代表取締役、取締役等と監査内容について

の意見交換を実施いたしました。また、会計監査人より監査結果の報告を受ける

とともに、経営上の重要事項について意見交換を実施いたしました。

(5)内部監査の実施状況について

　内部監査室は、内部監査計画に基づき、次に掲げる監査並びにモニタリングを

実施いたしました。

①当社及び当社子会社における業務の適正性、法令遵守状況並びにリスク管

理状況に関する業務監査

②財務報告に係る内部統制監査

③内部通報制度の運用状況

(6)グループ企業監査の適正確保のための体制

　グループ企業監査の適正を確保するため、監査等委員、内部監査室、グループ

企業監査役の連携による内部統制及び会計監査を実施いたしました。
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（2021年11月30日現在） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

商 標 権

ソ フ ト ウ エ ア

電 話 加 入 権

投資その他の資産

破 産 更 生 債 権 等

敷 金 及 び 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

28,044

13,270

3,159

702

6,525

2,242

663

△22

14,773

6,880

5,590

6

1,262

15

5

545

11

511

22

7,347

9

5,488

1,655

208

△15
　

（ 負 債 の 部 ） 15,529

流 動 負 債 10,816

買 掛 金 3,982

電 子 記 録 債 務 5,002

未 払 金 594

未 払 費 用 656

未 払 法 人 税 等 249

賞 与 引 当 金 3

リ ー ス 債 務 6

資 産 除 去 債 務 48

そ の 他 273

固 定 負 債 4,712

退職給付に係る負債 2,326

リ ー ス 債 務 11

資 産 除 去 債 務 1,801

負 の の れ ん 209

そ の 他 364

（ 純 資 産 の 部 ） 12,515

株 主 資 本 12,562

資 本 金 3,028

資 本 剰 余 金 3,082

利 益 剰 余 金 7,606

自 己 株 式 △1,155

その他の包括利益累計額 △47

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 7

退職給付に係る調整累計額 △55

資 産 合 計 28,044 負 債 純 資 産 合 計 28,044

連 結 貸 借 対 照 表
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( 2020年12月１日から
2021年11月30日まで )

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 73,130

売 上 原 価 45,142

売 上 総 利 益 27,987

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 27,023

営 業 利 益 964

営 業 外 収 益

事 務 手 数 料 収 入 等 12

雑 収 入 26

負 の の れ ん 償 却 額 38

仕 入 割 引 7

そ の 他 0 85

営 業 外 費 用

為 替 差 損 3

雑 損 失 10

そ の 他 1 15

経 常 利 益 1,034

特 別 利 益

受 取 補 償 金 65

新 株 予 約 権 戻 入 益 6

債 務 消 滅 益 15 88

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 82

長 期 前 払 費 用 償 却 1

減 損 損 失 390

原 状 回 復 費 用 11 485

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 636

法人税、住民税及び事業税 516

法 人 税 等 調 整 額 △74 442

当 期 純 利 益 194

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

194

連 結 損 益 計 算 書
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( 2020年12月１日から
2021年11月30日まで )

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

2020年12月１日　残高 3,028 3,068 7,682 △1,210 12,569

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △271 △271

親 会 社 株 主 に
帰 属 す る
当 期 純 利 益

194 194

自己株式の処分 13 55 68

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 － 13 △76 55 △7

2021年11月30日　残高 3,028 3,082 7,606 △1,155 12,562

その他の包括利益累計額

新 株 予 約 権 純 資 産 合 計繰 延 ヘ ッ ジ
損 益

退職給付に係る
調 整 累 計 額

その他の包括利
益累計額合計

2020年12月１日　残高 △4 △36 △41 46 12,575

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △271

親 会 社 株 主 に
帰 属 す る
当 期 純 利 益

194

自己株式の処分 68

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

12 △18 △6 △46 △52

連結会計年度中の変動額合計 12 △18 △6 △46 △60

2021年11月30日　残高 7 △55 △47 － 12,515

連結株主資本等変動計算書
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（2021年11月30日現在） （単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資  産  の  部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品

未 収 入 金

前 渡 金

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

商 標 権

ソ フ ト ウ エ ア

電 話 加 入 権

投資その他の資産

出 資 金

関 係 会 社 株 式

破 産 更 生 債 権 等

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

敷 金 及 び 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

27,299

12,609

2,315

690

6,276

2,304

494

439

111

△22

14,689

6,879

5,590

6

1,262

15

5

544

11

510

22

7,265

1

10

9

200

1,579

5,472

6

△15
　

（ 負  債  の  部 ） 15,092

流 動 負 債 10,672

買 掛 金 3,959

電 子 記 録 債 務 5,002

未 払 金 571

未 払 費 用 656

未 払 法 人 税 等 170

未 払 消 費 税 等 62

預 り 金 31

リ ー ス 債 務 6

資 産 除 去 債 務 48

そ の 他 162

固 定 負 債 4,420

退 職 給 付 引 当 金 2,243

リ ー ス 債 務 11

資 産 除 去 債 務 1,801

そ の 他 364

（純 資 産 の 部） 12,206

株 主 資 本 12,206

資 本 金 3,028

資 本 剰 余 金 3,082

資 本 準 備 金 3,065

そ の 他 資 本 剰 余 金 16

利 益 剰 余 金 7,250

利 益 準 備 金 6

そ の 他 利 益 剰 余 金 7,243

繰越利益剰余金 7,243

自 己 株 式 △1,155

資 産 合 計 27,299 負 債 純 資 産 合 計 27,299

貸　借　対　照　表
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( 2020年12月１日から
2021年11月30日まで )

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 72,965

売 上 原 価 45,986

売 上 総 利 益 26,979

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 26,319

営 業 利 益 659

営 業 外 収 益

事 務 手 数 料 収 入 等 13

雑 収 入 25

仕 入 割 引 7

そ の 他 0 47

営 業 外 費 用

為 替 差 損 3

雑 損 失 8

そ の 他 1 13

経 常 利 益 693

特 別 利 益

受 取 補 償 金 65

新 株 予 約 権 戻 入 益 6

債 務 消 滅 益 15 88

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 82

長 期 前 払 費 用 償 却 1

減 損 損 失 390

原 状 回 復 費 用 11 485

税 引 前 当 期 純 利 益 296

法人税、住民税及び事業税 405

法  人  税  等  調  整  額 △68 336

当 期 純 損 失 39

損　益　計　算　書

－ 25 －



( 2020年12月１日から
2021年11月30日まで )

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式
株主資本
合 計資 本

準 備 金

そ の
他 資
本 剰
余 金

資本剰余
金 合 計

利 益
準備金

その他利
益剰余金 利益剰余

金 合 計繰越利益
剰 余 金

2020年12月１日　残高 3,028 3,065 3 3,068 6 7,554 7,561 △1,210 12,448

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △271 △271 △271

当 期 純 損 失 △39 △39 △39

自 己 株 式 の 処 分 13 13 55 68

株主資本以外の項目の事業年
度 中 の 変 動 額 ( 純 額 )

事業年度中の変動額合計 － － 13 13 － △310 △310 55 △241

2021年11月30日　残高 3,028 3,065 16 3,082 6 7,243 7,250 △1,155 12,206

新 株 予 約 権 純 資 産 合 計

2 0 2 0 年 1 2 月１日　残高 46 12,495

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △271

当 期 純 損 失 △39

自 己 株 式 の 処 分 68

株主資本以外の項目の事業年度
中 の 変 動 額 ( 純 額 )

△46 △46

事業年度中の変動額合計 △46 △288

2 0 2 1年 1 1月 3 0日　残高 － 12,206

株主資本等変動計算書

－ 26 －



取 締 役 会 　 御 中

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 浅 井 　 則 彦 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 柴 田 　 勝 啓 ㊞

独立監査人の監査報告書

2022年1月21日

株 式 会 社 キ ャ ン ド ゥ

有限責任監査法人トーマツ
東　京　事　務　所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社キャンドゥの2020年12月1
日から2021年11月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連
結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、株式会社キャンドゥ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計
算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の
責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、
会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制
を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作
成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開
示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又
は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書にお
いて独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又
は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思
決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

連結計算書類に係る会計監査人の会計監査報告

－ 27 －



　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表
示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の
判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので
はないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案
するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われ
た会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、
また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事
象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提
に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記
事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適
切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書
類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表
示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関す
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、
監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求めら
れているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び
阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告
を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。

以　　上
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取 締 役 会 　 御 中

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 浅 井 　 則 彦 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 柴 田 　 勝 啓 ㊞

独立監査人の監査報告書

2022年1月21日

株 式 会 社 キ ャ ン ド ゥ

有限責任監査法人トーマツ

東　京　事　務　所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社キャンドゥの2020年
12月1日から2021年11月30日までの第28期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類
等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は
誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書におい
て独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤
謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に
影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

計算書類に係る会計監査人の会計監査報告

－ 29 －



　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表
示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の
判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案す
るために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われ
た会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象
又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に
関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項
に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でな
い場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の
表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して
いるかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求めら
れているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び
阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告
を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　　上
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監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、2020年12月１日から2021年11月30日までの第28期事業年度における取
締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告い
たします。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役
会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取
締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて
説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
①監査等委員会が定めた監査等委員会監査等の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等

に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等か
らその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書
類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。ま
た、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図
り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証
するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保す
るための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基
準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要
に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類
（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細
書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書
及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
(1)事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい

るものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実
は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当
該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について
も、指摘すべき事項は認められません。

(2)計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

(3)連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

2022年1月21日
株式会社キャンドゥ　監査等委員会
取締役(監査等委員・常勤)　岡田　浩史　　㊞
取締役(監査等委員)　　　　田村　稔郎　　㊞
取締役(監査等委員)　　　　飯田　直樹　　㊞

(注)　監査等委員田村稔郎並びに飯田直樹は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規

定する社外取締役であります。

監査等委員会の監査報告

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

　当社は、利益配分につきましては、将来の事業拡大と企業体質強化のため

に必要な内部留保を確保しつつ、業績と連動した安定的な配当を継続してい

くことを基本方針としております。

　上記方針に基づき、当期期末配当につきましては、当期の業績並びに今後

の事業展開等を勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。

１．配当財産の種類

　金銭といたします。

２．配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　普通株式１株につき８円50銭とさせていただきたく存じます。

　この場合の配当総額は、135,693,685円となります。

　なお、中間配当金として１株につき８円50銭をお支払いしておりますの

で、当期の年間配当金は１株につき17円となります。

３．剰余金の配当が効力を生じる日

　2022年２月28日といたしたいと存じます。
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現行定款 変更案

第３章　株主総会 第３章　株主総会

（招集） （招集）

第12条　当会社の定時株主総会は、毎

年２月に招集し、臨時株主総

会は、必要あるとき随時これ

を招集する。

第12条　当会社の定時株主総会は、毎

年５月に招集し、臨時株主総

会は、必要あるとき随時これ

を招集する。

（定時株主総会の基準日） （定時株主総会の基準日）

第13条　当会社の定時株主総会の議決

権の基準日は、毎年11月30日

とする。

第13条　当会社の定時株主総会の議決

権の基準日は、毎年２月末日

とする。

第２号議案　定款一部変更の件

１．提案の理由

（１）当社は、決算日を毎年11月30日としておりましたが、当社の親会社である

イオン株式会社の事業年度の末日が２月末日であることを踏まえ、同社と

事業年度を一致させることによって、より効率的な業務執行を行うことを

目的として、現行定款第12条、13条、37条、38条、39条に所要の変更を行

うものであります。

（２）事業年度の変更にかかる経過的な措置として、附則に所要の規定を設ける

ものであります。

（３）「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただ

し書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行されますので、株主総

会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり現行定款第15条を変

更するものであります。

２．変更の内容

　変更の内容は次のとおりであります。

（下線部は変更箇所を示しております）

－ 33 －



現行定款 変更案

（株主総会参考書類等のインターネッ

ト開示とみなし提供）

（削除）

第15条　当会社は、株主総会の招集に

際し、株主総会参考書類、事

業報告、計算書類及び連結計

算書類に記載又は表示すべき

事項に係る情報を、法務省令

に定めるところに従いインタ

ーネットを利用する方法で開

示することにより、株主に対

して提供したものとみなすこ

とができる。

（新設） （電子提供措置等）

第15条　当会社は、株主総会の招集に

際し、株主総会参考書類等の

内容である情報について、電

子提供措置をとるものとす

る。

②　当会社は、電子提供措置

をとる事項のうち法務省令で

定めるものの全部または一部

について、議決権の基準日ま

でに書面交付請求した株主に

対して交付する書面に記載し

ないことができる。

第７章　計　算 第７章　計　算

（事業年度） （事業年度）

第37条　当会社の事業年度は、毎年12

月１日から11月30日までの１

年とする。

第37条　当会社の事業年度は、毎年３

月１日から翌年２月末日まで

の１年とする。
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現行定款 変更案

（期末配当の基準日） （期末配当の基準日）

第38条　当会社の剰余金の期末配当の

基準日は、毎年11月30日とす

る。

第38条　当会社の剰余金の期末配当の

基準日は、毎年２月末日とす

る。

（中間配当） （中間配当）

第39条　当会社は、取締役会の決議に

よって、毎年５月31日を基準

日として中間配当をすること

ができる。

第39条　当会社は、取締役会の決議に

よって、毎年８月31日を基準

日として中間配当をすること

ができる。

（新設） 附　則

第１条　現行定款第15条（株主総会参

考書類等のインターネット開

示とみなし提供）の削除及び

変更案第15条（電子提供措置

等）の新設は、会社法の一部

を改正する法律（令和元年法

律第70号）附則第１条ただし

書きに規定する改正規定の施

行の日（以下「施行日」とい

う）から効力を生ずるものと

する。

（新設） 第２条　前条の規定にかかわらず、施

行日から６か月以内の日を株

主総会の日とする株主総会に

ついては、現行定款第15条は

なお効力を有する。

（新設） 第３条　本附則第１条ないし第３条

は、施行日から６か月を経過

した日または前条の株主総会

の日から３か月を経過した日

のいずれか遅い日後にこれを

削除する。
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現行定款 変更案

（新設） 第４条　第20条（取締役の任期）の規

定にかかわらず、2022年２月

25日開催の第28回定時株主総

会において選任された監査等

委員でない取締役の任期は、

第29期事業年度に関する定時

株主総会の終結の時までとす

る。

（新設）

（新設）

（新設）

第５条　第20条（取締役の任期）の規

定にかかわらず、2021年２月

25日開催の第27回定時株主総

会において選任された監査等

委員である取締役の任期は、

第29期事業年度に関する定時

株主総会の終結の時までとす

る。

第６条　第37条（事業年度）の規定に

かかわらず、2021年12月１日

から始まる第29期事業年度

は、2023年２月末日までの15

か月間とする。

第７条　第39条（事業年度）の規定に

かかわらず、2021年12月１日

から始まる第29期事業年度に

おける当会社の中間配当金の

基準日は2022年５月31日とす

る。
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現行定款 変更案

（新設） 第８条　2022年２月25日開催の第28回

定時株主総会において別段の

決議がなされないことにより

再任されたものとみなされた

会計監査人の任期は、第29期

事業年度に関する定時株主総

会の終結の時までとする。

（新設） 第９条　本附則第４条ないし第９条

は、第29期事業年度に関する

定時株主総会終結後これを削

除する。
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候補者

番 号

ふ り が な

氏 名

（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位、担当

（重要な兼職の状況）

所有する当社

株 式 の 数

１

き

城

 

　

 

 
ど

戸

 

　

 

 
かず

一

 

　

 

 
や

弥

(1985年７月９日生)

 【再任・常勤】

2007年４月 当社入社

2007年９月 当社 商品部 次長

2009年11月 当社 経営企画室 室長

2010年２月 当社 取締役 経営企画室 室長

2011年２月 当社 代表取締役

2011年２月 当社 代表取締役 社長(現任)

2019年８月 株式会社アクシス 代表取締役

社長(現任)

2019年９月　当社　指名・報酬委員会　委員長

（現任）

1,735,600株

【取締役候補者とした理由】

　候補者は、取締役会にて決議事項や報告事項において適切な説明を行い、経営の重要

事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしております。また、候補者は、当

社の企業価値向上、収益体質への変化に努めてまいりました。

　2021年11月期においては、顧客満足度を追求し、様々な実行戦略を打ち出し、生活イ

ンフラとしての社会的な役割を果たすべく、企業を牽引してまいりました。引き続き経

営の指揮を執り、持続的な成長を目指していくことが最適であると判断し、取締役とし

て適任と考えております。

第３号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く)５名選任の件

　取締役(監査等委員である取締役を除く。本議案において以下同じ)４名全員

は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取

締役５名の選任をお願いしたいと存じます。

　なお、本議案につきましては、取締役会の諮問機関である「指名・報酬委員

会」における審議内容を尊重し、取締役会において決定しております。

　取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者

番 号

ふ り が な

氏 名

（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位、担当

（重要な兼職の状況）

所有する当社

株 式 の 数

２ え

江

 

　

 

 
もと

本

 

　

 

 
こう

浩

 

　

 

 
じ

二

(1968年５月５日生)

【新任・常勤】

1991年４月 株式会社橘百貨店入社

2011年９月 イオンタウン株式会社

総合企画部長

2016年４月 同社管理本部長

2016年６月 同社取締役 管理本部長

2019年４月 同社取締役 管理担当

2019年５月 同社取締役 活性化推進本部長

2021年３月 同社取締役 新業態推進本部長
－株

【取締役候補者とした理由】

　候補者は、ディベロッパー事業のイオンタウン株式会社にて経営企画部門、管理部門

の責任者を経て、業態開発の責任者を歴任。そして、他企業との共同事業に参画し新し

い施設を立ち上げるなど豊富な経験と実績を有しています。今後イオングループとのシ

ナジーを当社の経営に反映していくうえで、取締役として適任と考えております。
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候補者

番 号

ふ り が な

氏 名

（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位、担当

（重要な兼職の状況）

所有する当社

株 式 の 数

３
しん

新

 

　

 

 
ぐう

宮

 

　

 

 
たか

孝

 

　

 

 
ひと

仁

(1974年４月19日生)

【再任・常勤】

2001年７月 当社入社

2011年３月 当社 店舗開発部 開発課 課長

2013年12月 当社 店舗開発部 部長

2015年12月 当社 執行役員 店舗開発部

部長

2016年11月 株式会社アクシス取締役

2017年２月 当社 取締役 店舗開発担当

2017年12月 当社 取締役 店舗開発担当・

ＦＣ担当

2020年12月 当社 取締役 西日本営業部

部長（現任）

7,000株

【取締役候補者とした理由】

　候補者は、経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など適切な役割を果たし

ております。主に、店舗開発における豊富な経験と識見を生かして、契約形態の多様性

による積極的な出店やリニューアルを継続するとともに、お客様の目線による商品と店

舗のブラッシュアップを重ねるなど、当社の成長基盤の構築に中心的な役割を担ってき

たことから、取締役として適任と考えております。
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候補者

番 号

ふ り が な

氏 名

（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位、担当

（重要な兼職の状況）

所有する当社

株 式 の 数

４
もち

望

 

　

 

 
づき

月

 

　

 

 
その

園

 

　

 

 
え

枝

(1966年３月７日生)

【再任・常勤】

1988年３月 株式会社東京スタイル入社

2007年３月 同社スタイルコム事業部 部長

2009年３月 同社執行役員 コーディネーター

デザイン室担当

2010年３月 同社執行役員総合商品企画室

室長 兼 デザイン室担当

2010年９月 同社執行役員 総合商品企画室

室長 兼 デザイン室担当 兼

マーケティング部担当

2011年９月 同社執行役員 総合商品企画室

室長 兼 マーケティング部担当

2013年９月 当社入社

2013年10月 当社 商品戦略室 室長

2014年６月 当社 商品部 次長

2015年12月 当社 執行役員 商品部 部長

2017年２月 当社 取締役 商品担当・直営

担当

2020年12月 当社 取締役 商品部

部長（現任）

7,000株

【取締役候補者とした理由】

　候補者は、経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など適切な役割を果たし

ております。商品開発、マーケティング領域における豊富な経験と識見を生かして商品

部門を牽引してまいりました。また、お客様のニーズに対応する品揃えを軸に新商品開

発と、付加価値向上への取り組みに推進し、当社の収益基盤の構築に中心的な役割を担

ってきたことから、取締役として適任と考えております。
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候補者

番 号

ふ り が な

氏 名

（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位、担当

（重要な兼職の状況）

所有する当社

株 式 の 数

５
よし

吉

 

　

 

 
だ

田

 

　

 

 
あき

昭

 

　

 

 
お

夫

(1960年５月26日生)

【新任】

1983年４月 ジャスコ株式会社(現イオン株式

会社)入社

2011年３月 イオンモール株式会社中国本部

中国開発統括部長

2014年５月 同社常務取締役 営業本部長 兼

中国担当

2015年２月 同社代表取締役 社長

2016年３月 イオン株式会社執行役

ディベロッパー事業担当

2019年３月 同社代表執行役 副社長

ディベロッパー事業担当 兼

デジタル事業担当

2020年３月 同社代表執行役 社長

2020年５月 同社取締役 兼 代表執行役 社長

（現任）

2020年５月　イオン北海道株式会社取締役

　　　　　　（現任）

2020年５月　イオン九州株式会社取締役

　　　　　　（現任）

－株

【取締役候補者とした理由】

　候補者は、イオングループのディベロッパー事業及びデジタル事業の責任者、また主

要な子会社の代表取締役社長を歴任し、現在はイオン株式会社の代表執行役社長を務め

ております。海外事業も含めたグローバルな事業経営に関する知見を有し、経営者とし

ての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していくうえで、取締役として適任と

考えております。

（注）１.各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２.候補者選任にかかる監査等委員会の意見の概要は以下のとおりです。

「当委員会は、取締役候補者について、各候補者の資質及び取締役会全体の実効性等の観

点から、検討を行いました。その結果、当社事業に対し豊富な知識・経験を有し当社の企

業理念・経営手法に造詣が深い者や今後イオングループとのシナジーを当社の経営に反映

していくうえで、適任な候補者となっており、監査等委員である取締役も合わせて取締役

会全体を見たとき、業務執行の決定を通じた企業価値の向上など取締役会に期待される役

割を果たし得る人選がなされていることなどから、本議案で提案されている全ての取締役

候補者は妥当であると判断しました。」

３.候補者江本浩二氏は、過去10年以内において、当社親会社であるイオン株式会社の子

会社であるイオンタウン株式会社の業務執行者でありました。なお、同氏の同社における

過去10年間の地位及び担当は上記略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）欄

に記載のとおりであります。

４.候補者吉田昭夫氏は、当社の親会社でありますイオン株式会社およびその子会社の業

務執行者であります。同氏の同社における現在および過去10年間の地位及び担当は、上記
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「略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）」欄に記載の通りでありま

す。

５.当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契

約を締結しており、各候補者が取締役に選任され就任した場合は、被保険者が負担するこ

とになる損害賠償金・防御費用等の損害を補填することとしております。当該保険契約の

被保険者は、当社および当社子会社におけるすべての取締役、監査等委員でありその保険

料は全額当社が負担しております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれな

いようにするための措置として、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因

して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。なお、当該保険契約は

次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

６.各候補者の所有する当社株式の数は、2021年11月30日現在の株式数を記載しておりま

す。
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候補者

番 号

ふ り が な

氏 名

（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位、担当

（重要な兼職の状況）

所有する当社

株 式 の 数

１
た

田

 

　

 

 
むら

村

 

　

 

 
とし

稔

 

　

 

 
ろう

郎

(1952年３月９日生)

【再任・独立社外】

1999年６月　監査法人トーマツ 入所

2002年８月　同所　代表社員就任

2005年12月　田村公認会計士事務所 設立

同所　所長（現任）

2008年７月　シンプロメンテ株式会社

（現　シンメンテホールディング

ス株式会社）社外監査役就任(現

任)

2016年２月　当社　社外取締役 監査等委員就

任（現任）

2019年９月　当社　指名・報酬委員会　委員

（現任）

－株

【監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割】

候補者は、公認会計士としての専門的な知識と幅広い識見を有しており、上場会社の

役員等の豊富な経験に基づき、当社においても、専門的な見地から、適切な助言・提言

を行っております。業務執行をする取締役としての経験はありませんが、引き続き当社

の業務執行の管理・監督等に十分な役割を果たしていただけると判断いたしました。

また選任後は非業務執行の監査等委員として活動いただく事を予定しています。

候補者の監査等委員である社外取締役として就任してからの年数は６年であります。

第４号議案　監査等委員である取締役２名選任の件

　監査等委員である取締役２名は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了

となりますので、監査等委員である取締役２名の選任をお願いしたいと存じま

す。

　なお、本議案につきましては、取締役会の諮問機関である「指名・報酬委員

会」における審議内容を尊重し、取締役会において決定しております。

　また、本議案の提出につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者

番 号

ふ り が な

氏 名

（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位、担当

（重要な兼職の状況）

所有する当社

株 式 の 数

２

いい

飯

 

　

 

 
だ

田

 

　

 

 
なお

直

 

　

 

 
き

樹

(1965年２月14日生)

【再任・独立社外】

1999年４月　弁護士登録

2002年２月　トレイダーズ証券株式会社

（現トレイダーズホールディング

ス株式会社）社外監査役

2008年10月　株式会社山野楽器　監査役

（現任）

2009年11月　株式会社文教堂グループホールデ

ィングス　社外取締役

（現任）

2011年６月　富士紡ホールディングス株式会社

社外監査役

2018年２月　当社　社外取締役　監査等委員

就任(現任)

2018年９月　弁護士法人黒田法律事務所

パートナー弁護士(現任)

2019年９月　当社　指名・報酬委員会　委員

（現任）

－株

【監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割】

候補者は、弁護士としての高度な専門知識およびコンプライアンスに関する高い識見

を有しており、上場会社の社外役員などの豊富な経験から独立した立場で経営に対する

様々な助言や監督が期待されます。業務執行をする取締役として会社経営に関与された

経験はありませんが、引き続き業務執行の管理監督等に十分な役割を果たしていただけ

るものと判断いたしました。また選任後は、非業務執行の監査等委員として活動いただ

く事を予定しています。

候補者の監査等委員である社外取締役として就任してからの年数は４年であります。

（注）１.各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２.田村 稔郎氏、飯田 直樹氏は、社外取締役候補者であります。

３.田村 稔郎氏、飯田 直樹氏が選任された場合には、当社と締結しております、会社法第

427条第１項に定める責任を限定する契約を継続する予定であり、当該契約に基づく賠償

限度額は、法令が規定する額としております。

４.当社は、田村 稔郎氏、飯田 直樹氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ておりま

す。

５.当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契

約を締結しており、各候補者が取締役に選任され就任した場合は、被保険者が負担するこ

とになる損害賠償金・防御費用等の損害を補填することとしております。当該保険契約の

被保険者は、当社および当社子会社におけるすべての取締役、監査等委員でありその保険

料は全額当社が負担しております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれな

いようにするための措置として、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因

して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。なお、当該保険契約は

次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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ふ り が な

氏 名

（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位、担当

（重要な兼職の状況）

所有する当社

株 式 の 数

なか

中

 

　

 

 
がわ

川

 

　

 

 
 

ゆ

 

 
 

き

 

 
こ

子

(1969年２月16日生)

1994年10月 監査法人トーマツ　入所

2000年４月 中川公認会計士事務所 設立

同所 所長（現任）

2004年４月 青山学院大学経済学部

税理士特別講座担当講師

(現任)

2006年１月 株式会社ベクトル入社 －株

【補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割】

　候補者は、公認会計士として豊富な経験・識見を有しており、専門的な見地から当社

の経営の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと期待されます。同氏は会社経

営に関与された経験はありませんが、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、

補欠の監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

　法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、

補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いしたいと存じます。

　なお、本議案につきましては、取締役会の諮問機関である「指名・報酬委員

会」における審議内容を尊重し、取締役会において決定しております。

　また、本議案の提出につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

　補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

　（注）１.候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２.中川 ゆき子氏は補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。

３.候補者が監査等委員である取締役に就任することとなった場合には、会社法第427条

第１項に定める責任を限定する契約を締結する予定であり、この場合、当該契約に基づ

く賠償限度額は、法令が規定する額といたします。

４.候補者が監査等委員である取締役に就任することとなった場合には、当社は、保険

会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結して

おり、被保険者が負担することになる損害賠償金・防御費用等の損害を補填することと

しております。当該保険契約の被保険者は、当社および当社子会社におけるすべての取

締役、監査等委員でありその保険料は全額当社が負担しております。ただし、被保険者

の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、法令違反の行為で

あることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責
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事由があります。なお、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定し

ております。

以　上
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株主総会会場ご案内図
会　場　　東京都新宿区西新宿二丁目７番２号

ハイアットリージェンシー東京　地下１階「センチュリールーム」
電話番号　03-3348-1234
※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、ご自身の健康状態にご留意い
ただき、体調がすぐれない場合など、ご来場を見合わせていただくことを
ご検討ください。

中央通り(地下道)

(地下道) 新宿警察署

損保ジャパンビル

新宿三井ビル
新宿エルタワー

小田急ハルク

新宿大ガード

新宿センタービル新宿住友ビル

小田急百貨店

京王百貨店

ルミネ１

新宿
郵便局

ＫＤＤＩビル
東京都庁
第２庁舎

東京都庁
第１庁舎

京王プラザホテル

新宿野村ビル

ヨドバシカメラ

ハイアット
リージェンシー

東京

新宿警察署(地下道)

損保ジャパンビル

新宿三井ビル
新宿エルタワー

小田急ハルク

新宿大ガード

スバルビルスバルビル新宿センタービル新宿住友ビル小田急
第一生命
ビル

小田急
第一生命
ビル

ヒルトン東京

東京医科
大学病院

ホテルローズガーデン新宿

新宿ワシントンホテル

新宿ＮＳビル

小田急百貨店

西口

新宿駅

ルミネ２

南口

京王百貨店

ルミネ１

新南口

新宿
郵便局

ＫＤＤＩビル
東京都庁
第２庁舎

東京都庁
第１庁舎

京王プラザホテル

青梅街道

中央通り(地下道)

甲州街道

新宿野村ビル

京王新線新宿駅

ヨドバシカメラ

丸ノ内線西新宿駅
Ｅ４出口

大江戸線都庁前駅
Ｃ４出口(Ａ７出口経由)

丸ノ内線西新宿

大江戸線都庁前

●地下鉄大江戸線「都庁前駅」Ｃ４出口(Ａ７出口より連絡通路経由)
●ＪＲ線他各線「新宿駅」西口より徒歩約９分…都庁方面地下道（動く歩道有）を直

進、地上に出てから右手に新宿住友ビルを見て進み、右手会場前の階段を上り正面玄
関（２階）から地下１階にお越しください。

●地下鉄丸ノ内線「西新宿駅」都庁方面地下通路経由 徒歩約６分 Ｃ４出口連絡通路直結


